
お
願
い

○
1
通
に
つ
き
1
件
の
ご
提
言
を
お
書
き
く
だ
さ
い
。

○
個
人
的
な
中
傷
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

○
回
答
が
必
要
な
場
合
は
、「
回
答
を
希
望
す
る
」

こ
と
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

○
市
の
業
務
以
外
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
原
則
、

回
答
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（ 6 ）

管
理
者

種

類

担

当

電
話
番
号

富
士
市

市

道

道
路
維
持
課

(
)

２
８
３
２

55

林

道

林
政
課

(
)

２
７
８
４

55

農

道

農
政
課

(
)

２
７
８
２

55

県

道

国
道
４
６
９
号

国
道
１
３
９
号

（
今
井
〜
錦
町
）

富
士
土
木
事
務

所
維
持
管
理
課

県

(
)

２
２
３
７

65

国
道
１
号

富
士
国
道
維

持
出
張
所

国
道
１
３
９
号

（
青
島
〜
天
間
）

国
土

交
通
省

(
)

５
６
５
０

52

問
い
合
わ
せ

広
報
広
聴
課

1（
55
）
2
7
3
6

5（
51
）1
4
5
6

こ
ん
な
と
き
は
直
接
担
当
部
署
へ

●
道
路
・
照
明
灯
・
側
溝
・
道
路
案
内
標
識
・

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
な
ど
の
破
損

●
公
園
の
管
理
・
遊
具
の
破
損
な
ど

み
ど
り
の
課

1(

55)

2
7
9
5

●
信
号
機
・
横
断
歩
道
・
道
路
規
制
標
識
の
設

置
・
管
理

富
士
警
察
署

1(

51)

0
1
1
0

●
担
当
部
署
が
わ
か
ら
な
い
と
き
は
…

お
し
え
て
コ
ー
ル
ふ
じ

1（
53
）1
1
1
1

○
回
答
を
す
る
場
合
や
内
容
に
つ
い
て
の
問
い

合
わ
せ
に
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

※
個
人
情
報
は
、
い
た
だ
い
た
ご
意
見
と
と
も

に
担
当
部
署
に
伝
え
ま
す
が
、
連
絡
手
段
や

統
計
処
理
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、

外
部
に
漏
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

市
長
へ
の
手
紙
を
送
る

①
市
役
所
や
各
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
、
図
書
館
な
ど
の
公
共
施
設
に
設
置

し
て
あ
る
専
用
は
が
き
（
送
料
無
料
）、②

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
の
送
信
フ
ォ
ー
ム
、

③
Ｅ
メ
ー
ル
、
④
フ
ァ
ク
ス
、
⑤
通
常
の

は
が
き
や
封
書
で
送
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
長
が
直
接
内
容
を
確
認

皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
手
紙
は
、
市

長
が
直
接
内
容
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ

て
担
当
部
署
に
調
査
・
検
討
す
る
よ
う
に

指
示
し
ま
す
。
県
や
警
察
の
業
務
な
ど
市

で
対
応
で
き
な
い
場
合
に
は
、
関
係
機
関

に
ご
意
見
を
伝
え
ま
す
。

担
当
部
署
で
作
成
し
た
回
答

の
内
容
を
市
長
が
直
接
確
認

●
回
答
を
希
望
す
る
場
合

回
答
内
容
に
つ
い
て
、
市
長
の
了
承
を

得
た
後
、
担
当
部
署
か
ら
文
書
・
Ｅ
メ
ー

ル
・
電
話
・
面
談
な
ど
で
回
答
し
ま
す
。

●
回
答
を
希
望
し
な
い
場
合

担
当
部
署
で
手
紙
を
保
管
し
て
、
今
後

の
市
政
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼

専用はがき

▲

▼

受
付
か
ら

回
答
ま
で

●
専
用
は
が
き
（
送
料
無
料
）

市
内
各
公
共
施
設
に
設
置
し
て
あ
り
ま
す
。

●
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
で
、「
市

長
へ
の
手
紙
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

専
用
フ
ォ
ー
ム
か
ら
送
信
で
き
ま
す
。

●
Ｅ
メ
ー
ル

kouhou@
div.city.fuji.shizuoka.jp

●
フ
ァ
ク
ス

(

51)

1
4
5
6

●
通
常
の
は
が
き
、
封
書
で
郵
送

〒
4
1
7-

8
6
0
1

富
士
市
役
所
「
市
長
へ
の
手
紙
」
あ
て

※
専
用
は
が
き
以
外
の
送
料
は
個
人
負
担
に
な

り
ま
す
。

※
専
用
は
が
き
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
以
外
で
提

言
す
る
場
合
は
「
市
長
へ
の
手
紙
」
と
明
記

し
て
く
だ
さ
い
。

ご
意
見
・
ご
提
言
をお

寄
せ
く
だ
さ
い

※
原
則
と
し
て
、
受
け
付
け
後
2
週
間
以
内

に
回
答
し
ま
す
が
、
内
容
に
よ
っ
て
は
、

回
答
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長市長への手紙を読む鈴木市長

 


